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一般競争入札の執行について 

 

一般競争入札を次のとおり行うので、公告します。 

 

平成３１年３月５日 

 

隠岐の島町長 池田高世偉 

 

１．入札に付する事項 

(１)工 事 名 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設建設建築主体工事 

 

(２)工事場 所 隠岐の島町中町目貫の四 57 番地 

 

(３)建物概要   博物館 建築面 積：７６５．３２㎡ 

   延べ床面積：１４１８．５２㎡ 

   構   造：ＲＣ造一部木造 

   階   数：地上２階 

 

(４)工事概要   上記施設の建設工事に伴う建築主体工事一式 

 

(５)完成期限 ２０２０年８月３１日 

 

２．入札参加形態 

 本工事は特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による施工とし、共同

企業体に関する要件は以下のとおりとする。 

(１)構成員 数 ２社（代表構成員・代表以外の構成員の資格要件をそれぞれ満たす者の

組合せとし構成員の中には必ず町内業者を含むものとする。） 

 

(２)結成方 法 自主結成 

 

(３)経営形 態 共同施工方式 

 

(４)出資比 率 ３０％以上 

 

３．入札参加資格 

(１)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167条の4第 1項に該当しない者であるこ

と。 
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(２)隠岐の島町建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(平成 17 年告示第 2 号)第

5条に規定する名簿に登録された者であること。 

 

(３)町税及び水道料金等隠岐の島町に納付すべきものに滞納がないこと。 

 

(４)消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 

(５)入札に参加しようとする他者との関係が次のいずれにも該当しないこと。 

ア) 親会社と子会社の関係 

イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係 

ウ) 一方の会社の役員が他方の会社の役員又は管財人を現に兼ねている関係 

エ) アからウまでと同視し得る資本関係または人的関係 

 

(６)公告の日から開札日までの間において、本町から隠岐の島町建設工事請負契約指名競争

入札参加資格審査要綱(平成 17 年告示第 2 号)第 8 条に規定する入札参加の停止措置を

受けている期間が存在しない者 

 

４．共同企業体の代表構成員となる者に必要な資格等 

前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に該当する者とする。 

(１)町の建設業有資格者名簿に町内業者として登録され建築一式工事格付がＡ等級の者又

は、町の建設業有資格者名簿に登録され建設業法に規定する主たる営業所を松江又は出

雲県土整備事務所管内に有し、島根県における建築一式工事格付がＡ等級に格付けされ

た者。 

 

(２)町内の登録者である場合は直近の経営事項審査結果通知書における建築一式工事の総

合評点が 900 点以上の者。 

町外の登録者の場合は直近の経営事項審査結果通知書における建築一式工事の総合評

点が 950 点以上の者。 

 

(３)建築一式工事業における建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 3 条による許可を受け

ており、その許可区分が特定の者 

 

(４)元請又は共同企業体（経常共同企業体を除く）の構成員（ただし出資比率 30%以上。）

として平成 15 年度以降に完成した延べ床面積が 1,000 ㎡以上の鉄筋コンクリート造り

の建築一式工事(改修工事を除く)の施工実績があること。 

 

(５)本工事において次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができる者。この

場合において、当該技術者は、申請者との雇用関係がある者であること。なお、様式第

4号の提出書類に記載された配置予定技術者の変更は、原則として認めない。 
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ア) 建築一式工事業における監理技術者として従事するための資格要件を満たす者

（監理技術者講習の受講から 5 年を経過していない者であること。） 

イ) 上記(４)と同様の工事において、現場代理人又は専任の技術者（主任技術者又は

監理技術者）として従事した経験を有していること。（工事の途中で変更になっ

ている場合は、経験として認めない。） 

ウ) 許可業種の区分に関係なく、建設業法第 7 条第 1 項第 2 号及び第 15 条第 1  

項第 2 号に規定する営業所の専任技術者となっていない者 

 

５．共同企業体の構成員となる者に必要な資格等 

第 3 項に定めるもののほか、次に掲げる事項に該当する者とする。 

(１)町の建設業有資格者名簿に町内業者として登録され建築一式工事格付がＡ等級の者又

は、町の建設業有資格者名簿に登録され建設業法に規定する主たる営業所を松江又は出

雲県土整備事務所管内に有し、島根県における建築一式工事格付がＡ等級に格付けされ

た者。 

 

(２)町外の登録者の場合は直近の経営事項審査結果通知書における建築一式工事の総合評

点が 950 点以上の者。 

 

(３)本工事において他の共同企業体の構成員でないこと。 

 

(４)本工事において次の要件をすべて満たす技術者を専任で配置することができる者。この

場合において、当該技術者は、申請者との雇用関係がある者であること。なお、様式第

4号の提出書類に記載された配置予定技術者の変更は、原則として認めない。 

ア) 一級建築施工管理技士、一級建築士又はこれと同等以上の資格を有する者 

イ) 許可業種の区分に関係なく、建設業法第７条第 1項第 2 号及び第 15 条第 1項第

2 号に規定する営業所の専任技術者となっていない者 

 

６．一般競争入札参加資格審査申請の方法等 

(１)提出書 類 

ア) 特定建設工事共同企業体入札参加資格申請書（様式第 1号） 

イ) 特定建設工事共同企業体協定書（様式第 2号） 

ウ) 委任状（様式第 3号） 

エ) 各構成員の経営事項審査結果通知書(写し) 

オ) 実績調書（様式第 4号） 

カ) 配置予定技術者調書（様式第 5号） 

キ) 業態調書（様式第 6号） 

 

(２)受付場 所 隠岐の島町役場 観光課 
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(３)受付期 間 平成３１年３月５日(火)～平成３１年３月２２日(金) 

 

(４)受付時 間 ８時３０分～１７時まで 

(但し、隠岐の島町の休日を定める条例(平成 16 年条令第 2 号)第 1

条第 1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。) 

 

(５)提出方 法 直接持参すること(郵送及びＦＡＸは認めない。) 

 

７．参加資格決定通知の方法等 

(１)通 知 日 平成３１年３月２６日(火)を予定している。 

 

(２)方   法 メール又はＦＡＸにより通知し、競争参加資格確認通知書は別途交 

付する 

 

８．設計図書の閲覧及び配布 

設計図書等の公告と同時に次のとおり閲覧又は配布に供する。 

(１)閲覧及び配布期間  平成３１年３月５日(火) ～ 平成３１年４月２４日(水) 

 

(２)閲覧時 間     ８時３０分～１７時まで (但し、休日を除く。) 

 

(３)閲覧及び配布場所  隠岐の島町役場 観光課 

 

(４)配布方 法     申請書等様式及び設計図書等は、電子データで配布します。 

ＣＤＲ又はＵＳＢメモリを持参すること。 

 

９．現地説明会  実施しない 

 

10．設計図書等に関する質疑書の受付、回答の時期及び方法 

(１)受付場 所 隠岐の島町役場 観光課 

 

(２)受付期 間 平成３１年３月５日(火)～平成３１年４月１２日(金)17 時まで 

 

(３)提出方 法 持参又はメール 

 

(４)回答期 間 参加資格通知日～平成３１年４月１９日(金)17 時 

 

(５)回答方 法 入札参加者全員に随時メールにて回答する。 
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11．入札場所及び日時 

(１)入札予定日時  平成３１年４月２５日(木) 13 時 30 分 

 

(２)入札予定場所  隠岐の島町役場 2階 第 1 会議室 

但し、日程、場所等は変更することがある。この場合は、直ちに入

札参加者全員に通知する。 

 

12．入札参加資格の喪失 

第 7 項の参加資格決定通知後において、当該通知をされた者が第 3 項、第 4 項及び第 5

項各号に掲げる資格要件を満たさなくなったとき、又は入札参加資格審査申請に係る書類に

おいて虚偽の記載をしたことが判明したときは、本工事の入札に参加することができない。 

 

13．入札条件等 

(１)入札保証金  免除 

 

(２)契約保証金  契約金額の 10／100 以上 

 

(３)前払金   有 

 

(４)最低制限価格  無 

 

(５)調査基準価格  有 

 

14．入札方法 

(１)入札執行に先立ち競争入札参加資格確認通知書の写しを提出すること。 

 

(２)本人又は委任状の交付を受けた代理人が持参するものとし、郵送又は電送による入札は

認めない。 

 

(３)入札回数は再度を含め３回とする。 

 

(４)第１回目の入札に際し、工事内訳書を提出する。 

 

(５)調査基準価格を下回る金額での応札があった場合は、隠岐の島町建設工事低入札価格調

査制度実施要領(平成 19年告示第 21 号。)の定めるところによるものとする。 

 

(６)応札者が１者の場合でも入札は実施する。 

 

(７)再度入札しても、落札者が決定しない場合は、入札額が最低の者と、地方自治法第 167
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条の 2第 1項第 8号の規定に基づく随意契約の協議を行う。 

 

(８)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する

額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨

てた金額)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業

者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相

当する金額を入札書に記載すること。 

 

15．契約締結に関する事項 

(１)本工事に係る工事請負契約は議会の議決を要するものであるので、落札決定の日から 7 

日以内(休日を除く。)に仮契約を締結し、議会の議決を経て本契約とするものとし、そ

の旨別途通知する。 

 

(２)落札決定から議会の議決を経るまでの間に落札者である共同企業体の構成員の全員又

は一部の者が次の要件のいずれかに該当する者となったときは、仮契約を締結しない、

又は解除することがある。 

ア) 第 3項第 1号又は第 6号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。 

イ) 建設業法第 28 条第 3 項又は第 5 項の規定による営業停止処分を受けたとき。 

 

(３)本工事の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、契

約を解除することがある。 

 

16．支払い条件 

(１)本工事は平成 31 年度から 32 年度にわたる継続事業であり、それぞれの年度における

出来高予定額に対する支払限度額以内の金額で支払いを行う。 

 

(２)前払金 

 工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定す

る保証契約を締結した場合は、当該年度の金額(年度額)に対し 4割以内で前払金を請求

できる。 

 

(３)中間前払金 

 中間前払金を選択した場合、前払金の支払いを受けた後、中間前払金に関し、保証契

約を締結した場合は、当該年度の金額(年度額)に 10 分の 2 を乗じて得た額以内の中間

前払金の支払いを請求することができる。 

 

(４)部分払 

当該年度の金額(年度額)以内の額とする。ただし、回数は 3回を限度とする。 
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17．その他 

(１)別途発注工事は以下のとおりである。 

     ア) 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設建設機械設備工事 

①工事概要 機械設備 一式 

②工  期 2019 年 5月議決後～2020 年 8 月 31 日 

イ) 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設建設電気設備工事 

①工事概要 電気設備 一式 

②工  期 2019 年 5月議決後～2020 年 8 月 31 日 

ウ) 隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設駐車場整備工事 

①工事概要 駐車場整備 一式 

②工  期 2020 年 9月 1 日～2020 年 11 月 30 日 

     エ）隠岐ユネスコ世界ジオパーク中核・拠点施設展示作成業務 

        ①業務概要   展示作成 一式 

        ②工  期   2019 年 6 月～2020 年 11 月末 

 

(２)この公告に記載していない事項については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方

自治法施行令、隠岐の島町財務規則その他関係法令の定めるところによる。 

 

18．担当課 

隠岐の島町役場 観光課 

〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町城北町 1番地 

電話 08512-2-8575 

E-Mail：kankou@town.okinoshima.shimane.jp 
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